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第１．訴訟の経緯について 

１．長期化する核燃訴訟 

本件訴訟は、１９９３年（平成５年）１２月に提訴されてから、３０年の

歳月が流れようとしており、再処理の口頭弁論は新訴後の期日を含め本日で

１２２回、並行審理されている高レベル廃棄物一時貯蔵施設のそれも１２３

回の多きを数え、弁論は２６回の更新手続きを重ねており、裁判長は今回の

交代を含めて実に１０氏となっている。このような一審段階における超長期

裁判は原子力裁判でも他に類を見ない。 

 

２．裁判長期化の主たる原因 

(1) 本件は、いわゆる難件に該当する。争点が複雑、多岐にわたり、しかも原

子力工学など科学的専門領域に関する内容であること。 

(2) 原告らは、旧訴段階の１９９４年（平成６年）１０月２８日、当時の原子

力安全委員会や核燃料安全審査専門審査会における安全審査資料（メモ類な

ど）の「文書送付嘱託」を申立てた。この文書は本件指定処分の要件である

「安全性」審査の過程を知る上で重要な資料であった。 

  然るに、被告（内閣総理大臣）は、㋐記録の調査に時間を要すること、㋑

フランス政府との外交交渉に時間がかかること、㋒核物質防護関連文書につ

いてマスキング作業に時間がかかること、㋓省庁統合時の引継ぎの不手際で

文書が行方不明となったこと、などを理由に結局送付嘱託文書の一部が提出

されたのは２００３年（平成１５年）９月で、実に９年という長期間を要し

たこと。 

(3) 審理中に、神戸淡路大震災が発生し、これに伴い原子力施設の耐震設計が

見直され、本施設に対しても長期間のバックチェックが実施されたこと。 

(4) ２０１１年３月に発生した福島第一原発事故後に、被告原子力規制委員会

が新設され、新たな規制基準の制定に伴い２０１４年１月７日、参加人日本

原燃が再処理事業の変更許可申請を行った。このことは、裏返して言えば、
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前記(2)の（旧）安全審査が以下に杜撰なものであったかを物語るものである。 

新規制基準に基づく本件審査は、なんと１１１回の審査会合と２０回の大

幅補正を経て２０２０年７月１９日ようやく審査が終了、許可が下りるまで

に６年 7か月の長期間を要したこと。 

長期化の原因は、申請者日本原燃の技術的能力不足と被告規制委員会並び

に規制庁の審査体制の不備と審査能力不足にあったと言っても過言でない。 

 

３．遅延の全責任は被告側にある 

(1) 旧訴提訴後にこれまで原告らが陳述した準備書面は再処理事件が１９７

通、高レベル事件は１６通、提出した甲号証も多数に及んでいる。他方被告

は、適合性審査未了を理由に、原告の主張に対する実質的反論はほとんどす

ることなく、適合性審査開始後は新規制基準の解説と関連する原告主張の一

部について反論するのみであった。適合性審査と並行して原告主張に対する

反論をしようと思えば簡単にできたはずであるが、被告は何ら正当な理由も

なく反論を行わず、いたずらに訴訟を引き伸ばし、訴訟の空転を招いた。こ

のような被告の対応は、「一審の訴訟手続は２年以内のできるだけ短い期間で

終結すべし」という裁判迅速法の精神を明らかに踏みにじるものである。 

(2) しかも、被告は、新訴提起後も、訴状送達後第１回口頭弁論期日（２０２

１年６月１８日）まで、３ヶ月間の検討期間があったにもかかわらず、請求

の趣旨に対する答弁のみを行うなど迅速性無視の態度に終始した。加えて被

告は日本原燃を訴訟参加させて更なる訴訟引延しを画策した。 

(3) このような被告の裁判引延し工作の背景には、設工認の難航により、２６

回の延期を繰返している竣工まで敗訴判決言渡しを引き延ばし、本格稼働に

漕ぎつけようという思惑が透けて見える。 

 

第２ 被告、参加人の主張計画に 

１．このような相も変わらない不適法、不誠実な訴訟対応に対し、原告らは強く
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抗議して迅速かつ適切な訴訟活動をするよう再三要求した結果、裁判所も理解

を示し、被告及び参加人に対し、具体的立証計画を立てるよう促す訴訟指揮を

するに至り、被告はようやく重い腰を上げて、２０２１年９月２４日の期日に、

以下の１０項目を１０期日に分割し、順次反論することを約束した（年間４開

廷としても２年半を要する計算となる）。 

①航空機落下、②石油備蓄基地の火災・爆発、③地震・地盤、 

④平常時被曝、⑤重大事故・内的要因＝事故選定・シークウェンスの適切性 

⑥重大事故・外的要因＝航空機テロ、⑦立地審査基準、⑧火山噴火 

⑨技術的能力、⑩その他：本訴の対象外だが原告の主張に鑑み説明する論点 

（レッドセル問題、平和利用目的、経理的基礎） 

 

２．原告らは、上記被告の立証計画に対し、２０２１年（令和３年）１０月８日

付意見書をもって、被告の怠慢を忘れて更なる裁判の引延しを図ろうとするも

のであるから、より短期間で反論をまとめるよう要求した。 

被告は、これまでに上記争点項目のうち①ないし④及び⑧の準備書面を提出

したが、残り５期日、今回の分を除けば４期日以内で残りの項目全てを反論す

る必要がある。 

 

第３ 今後の訴訟進行について 

１．被告・参加人の期限厳守を 

被告・参加人の今後の反論に対する原告側の再反論の時間的余裕を確保し、

今後予定される争点整理に要する時間を考慮して、被告が約束した反論準備書

面の提出期限を厳守するべきは当然としても、可及的速やかに提出すべきであ

る。被告の人的、物的能力をもってすれば決して困難なことではない。 

 

２．被告は求釈明に対する回答をせよ 

(1) 原告らの耐震安全性に関する求釈明について 
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① 原告らは、本件再処理施設の耐震安全性に関連して、次の準備書面を提

出している。 

準備書面（１７８）基準地震動策定の誤り 

―六ヶ所再処理施設の基準地震動は大幅に過小評価されてい

るが、同施設の耐震設計は日本原燃が想定した基準地震動７

００Gal にも耐えられない。 

② ２０２１年（令和３年）４月２０日、原告らは上記主張を踏まえて以下

の求釈明を行なった。 

求釈明書―六ヶ所再処理工場の７００Gal に引き上げられた基準地

震動 Ssへの被告の対応方針に関する求釈明 

③ 更に、２０２１年（令和３年）６月１８日、追加して以下の釈明を求め

た。 

準備書面（１８５）―設計及び工事方法の認可手続・使用前検査に

伴う実機検査についての規制委員会における審

査によって浮かび上がった問題点と求釈明― 

④ これに対して、被告は、令和３年９月１７日、「求釈明に対する回答」

を提出した。 

ところが、被告の回答は、いずれの求釈明事項も基本設計ないし基本

設計方針に関する事項に当たらない、あるいは本件訴訟の争点との関連

性がないとして、実質的な釈明を回避した。 

⑤ しかし、被告の上記基本設計論は失当である。 

すなわち、上記②求釈明書第１（３頁）で述べたように、「本件施設は、

これから設備の設計を行ない建設あるいは設置を行なう新設の設備と違

い、すでに設計を終え実物が建設あるいは設置されているため、すぐに

でも耐震評価が可能なはずである。従って、設計及び工事方法の認可の

申請を待つまでもなく、被告は各施設の安全性を変更許可の段階で審査

しなければならない。さらに、設備によっては、現在すでに運用中であ
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り、高レベルの放射性物質を内蔵するなどしていて、耐震安全性の欠如

が重大な事故を引き起こす可能性があるため、耐震安全性を早急に確認

する必要がある」 

⑥ 要するに、本件施設における既設の建物、構造物及び設備・機器が基準

地震動７００Gal に耐える耐震安全性を有するか否かは、新規制基準（７

条、３１条、別記２）に規定する基本設計あるいは基本設計方針にかか

る重要事項である。原告らの求釈明は、本件施設のレッドセル内の耐震

補強が技術的に可能か否かは、基準地震動７００Gal に建屋、設備・機

器が耐えられるかという、まさに基本中の基本設計に関する釈明である。 

⑦ 以上により、被告の上記回答は基本設計論に藉口した、いわば「逃げ口

上」に過ぎず、裁判所におかれましては、被告に対して真摯かつ早急な

回答を勧告していただきたい。 

(2) 航空機落下確率に関する文書送付嘱託について 

① 原告らは、２０２２年７月２５日付で参加人が所持する以下の調査報告

書の送付嘱託を申立てた。 

文書の表示 補助参加人が、三沢対地射爆撃場（三沢対地訓練区域）

での訓練飛行回数について、昭和６１年以降現在まで、

自らまたは業者に委託して行った調査の報告書全部 

② この申立てに対して、参加人令和４年７月２５日付の上申書をもって、

訓練飛行回数の調査結果のみを報告して、報告書自体は「参加人と第三

者との私的契約に関わる」ことを理由に提出を拒否した。 

③ しかし、以下の事実に照らして補助参加人の提出拒否は不当である。 

ア．補助参加人は、アジア航測株式会社が昭和６１年１２月１日から１

年間航空機の飛来回数を計測して作成した「外部事象現地調査報告書」

を本件再処理工場の（当初）事業指定に係る行政庁審査に提出し、こ

の報告書は平成１５年９月に送付された資料に含まれて、原告らに開

示されている。 
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この報告書によれば、航空機飛来回数は環境騒音測定装置による自

動計測を、目視による検証によって補正して算出している。自動計測

は、環境騒音測定装置の設置場所と設置状況、判定条件の設定により、

測定結果が大きく異なりうる。この報告書でも、目視測定による検証

日に編隊飛行時に２機ないし３機の飛行を１機と識別して欠測して捕

捉率が大幅に低くなったと評価されて判定条件を変更したことが明記

されている（資－２４～２５ページ）。 

また、この報告書には目視検証日の飛行については機種別の飛行回

数及び１回の演習時間も記載されている（資－４２～４３ページ）。 

さらに、平成１５年９月に送付された安全審査参考資料中には、平

成２年４月２５・２６日及び同年６月７・８日に行った調査で、三沢

対地射爆撃場での訓練飛行コースには２つのパターンがあり、大回り

コース（図によれば鷹架沼南岸付近上空を飛行し、本件再処理工場ま

で相当に接近する）の飛行が小回りコースよりも多く、飛行高度・飛

行速度ともに高いものが多かったことを示す資料がある（「訓練時の飛

行パターンについて 参考－３．８」と題するもの）。 

イ．補助参加人は、原告らの要求する報告書の提出を拒否しつつ、飛来

回数の減少のみを主張しているところ、報告書自体を検討しなければ、

そもそもその測定の条件が同じであるのか変更が加えられているのか、

目視測定による検証がどの程度行われ、目視測定とどれくらい合致し

ているのかなど、飛来回数の信用性自体を十分に検証できない。 

加えて、航空機落下確率及び落下時の危険性を評価するに際しては、

訓練飛行コースや機種に関する情報が重要な意味を持つところ、報告

書には、目視検証日の飛来した機種や訓練飛行時間等の重要な情報が

記載されており、平成２年の調査が実施されていることから、それ以

降の報告書には目視検証日の飛行コースや飛行高度、飛行速度に関す

る情報も記載されている可能性が相当程度ある。 
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以上のとおり、原告らが送付を求めている報告書には航空機落下確

率及び航空機が落下した際の評価のために有用で重要な情報が記載さ

れており、他方において補助参加人が少なくとも昭和６２年の報告書

は報告書自体を安全審査に提出しているのであるから、提出に特段の

支障があるものとは言えない。 

また、同種の報告書（例えば、乙 D85三菱化工機株式会社作成）が

既に証拠提出されており、本件調査嘱託に係る文書が公表禁止されて

いるとは考えられない。 

ウ．以上により、実体真実発見の必要性の見地から、裁判所におかれま

しては、報告書の提出を参加人に強く勧告されたい。 

 

第４ おわりに 

原告らの旧訴・新訴の主張は、別紙「新・旧主張の対照表」記載のとおりで

ある。 

その主張を要約すると、再処理の前提条件である必要性、経済性、安全性の

主要三本柱は既に破綻しており、本件施設が原子炉等規制法４４条の２の指定

要件（平和利用目的、技術的能力、経理的基礎、災害防止上の支障）を充足し

ていない点に尽きる。 

プルトニウムの使い道がなく、逆に余剰状態が国際的非難にさらされている

事態は、六ヶ所再処理の意義そのものを失わせるものである。 

ところが、国、電気事業者、原子力産業は、血眼になって核燃料サイクルの

実現に突き進もうとしている。２０２３年（令和５年）５月３１日に成立した

GX脱炭素電源法において、原発の積極活用とともに再処理を国策と定めて推

進する方針を成文化した。破綻した計画に巨額の国費、公費（税金、電気料金

など）を注ぎ込むのは、もんじゅの二の舞を忘れた愚策と言わざるをえない。 

もう一つの前提条件である安全性については、原子力規制委員会の内部事情、

新規制基準の内実を知悉している初代委員長の田中俊一氏がインタビューに
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答えて、「適合性審査に合格することは、最低限の安全を守るための必要条件

というだけだ。安全確保の責任は事業者にあるというのが原則だ。」と語り、

合格＝安全と油断してはならないと警告している（別添デーリー東北記事）。 

このような安全論議を踏まえ、本件審理にあたっては、被告が主張する専門

技術的論を排して、人権擁護の府である同法独自の見地から適正かつ慎重な判

断を切に要望する次第です。 
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新・旧主張の対照表 

 

新訴請求原因 関連原告準備書面 

第１章 はじめに 
―核燃料サイクル政策

の破綻 

(4) 六ヶ所再処理計画の破綻が始まった 
(5) 「もんじゅ」事故と再処理計画の大幅見直し 
(6) 本件施設には必要性・経済性が全くなくなった 
(9) いまこそ、再処理工場計画の撤回を―動燃東海再処理工

場事故にみる原子力産業の無責任・事故隠し体質 
(19) 六ヶ所再処理施設の必要性と経済的基盤の喪失 
(21) 独英仏の再処理現状 
(22) 電力自由化は再処理工場をとめる 
(23) 時の流れに逆行した『安全協定』締結 
(29) もんじゅ高裁判決と再処理事業からの撤退の必要性―

いまこそ、国は再処理事業の停止を決断すべきである

― 
(35) ソープ再処理工場の閉鎖は原子力の夢の終焉 
(99) 六ヶ所再処理工場は必要か 
(116) 電力会社が再処理路線生き残りを謀るワケ 
(120) 電力会社が再処理路線生き残りを謀るワケ(その 2） 

―経済性を審判しなかったのはなぜか？ 
(129) エネルギー基本計画批判  
(134) 破綻した核燃料サイクルに、明日はあるか？ 
(141) 原子力規制委員会の審査の公正性に疑問 

―使用済燃料の冷却期間の延長を示唆する田中知委員

の発言 
(142) 今なぜ日本原燃の救済なのか 

―拠出金制度と認可法人化の問題点について 
(143) 何が何でも進めたい官製再処理事業 

―拠出金制度と認可法人化の問題点 2 
(148) 「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に

関する法律」の制定― その内容と問題点 
(149) 「もんじゅ」廃炉と再処理に及ぼす影響 
(193) 世界の再処理の潮流と現状、そして六ヶ所再処理工場 

第２章 不公正、不合理

な審査 

(10) 動燃東海再処理工場における火災・爆発事故が明らか

にした本件安全審査の欠陥（その１） 
(40) 「高レベルの隠しメモ」に隠された「再処理の隠しメ

モ」 
(94) 安全審査に問題あり 

―国の見直し作業で刷新すべき「専門家」の悪行 
(97) 安全審査に問題あり 

－国の見直し作業で刷新すべき「専門家」の悪行Ⅱ 
(108) 班目発言で明確になった安全審査の不合理性・違法性 
(111）保安院秘密指示文書が明らかにした保安院、原子力安

全委員会の体質 
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(115）日本原燃六ケ所再処理事業の安全審査の欺瞞性 
(122）「再処理施設安全審査指針」策定過程の検証（その 1） 
(141) 原子力規制委員会の審査の公正性に疑問 

―使用済燃料の冷却期間の延長を示唆する田中知委員

の発言 
(150) 日本原燃・再処理事業の適合性審査は本当に適正に行

われているか？ 
(159）再処理新規制基準に係る規制機関の不適格性と基準の

不合理性（その 1） 
(163）補正書審査の違法性 
(173）立地評価の不備（2） 

―被告準備書面（52）に対する反論 
(174）事業者への配慮による被告の判断の歪曲と信頼性の欠

如 
(180) 被告の指示による臨界事故対策対象機器削減の誤り 
(181) 原子力安全規制の崩壊 

―新規制基準は原発事故の教訓をカバーしていない 
(182) 司法審査の在り方‐福島第一原発事故の教訓は踏ま

えられていないこと 

第３章 活断層評価（想

定）の誤り 
―大陸棚外縁断層と六ヶ

所断層の活動性の見

落とし 

(2) 三陸はるか沖地震と阪神大震災が科学技術に与えた警鐘 
(3) 阪神大震災と本件施設に対する地震被害の危険性 
(89) 渡辺満久教授らの調査・研究が明らかにした、再処理

工場敷地直下の逆断層に起因する活撓曲構造と大陸棚

外縁断層との連続の可能性 
(91) 再処理工場敷地周辺における陸域・海域の活断層を見

落とした本件安全審査 91 
(93) 科学的に裏付けられた再処理工場近傍の活断層の存在 
(100) 渡辺満久教授による新たな２露頭の発見とその分析

に基づく再処理工場敷地直下の逆断層に起因する活

撓曲構造の存在 
(101) 宮内崇裕千葉大学教授による地球惑星科学学会連合

大会における学会報告と「大陸棚外縁断層」の尻屋崎

沖部分の活動性 
(103) 六ヶ所断層の存在とその活動性 

―被告の準備書面（26）に対する反論 
(117) 下北半島沖の大陸棚外縁断層の活動性 
(118) 下北半島沖の大陸棚外縁断層の活動性（その 2） 
(151) 下北半島沖の大陸棚外縁断層の活動性（その 3） 
(157）広い撓曲崖を形成する六ヶ所断層 
(177）弁論更新にあたっての原告らの意見と主張 
(178) 基準地震動策定の誤り 

―六ヶ所再処理施設の基準地震動は大幅に過小評価

されているが、同施設の耐震設計は日本原燃が想定

した基準地震動 700Gal にも耐えられない 
(188) -地球学の基礎と日本列島の成り立ち- 
(189) -原子力規制委員会は大陸棚外縁断層の活動性を否定

できていない- 
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第４章 基準地震動策定

の誤り 
―本件施設は基準地震

動 700Gal に耐えら

れない 

(47) 最大想定地震の速度の過小評価について 
(83) 重要機器における耐震計算不足について 
(147) 本件再処理工場の耐震脆弱性 
(152) 本件再処理工場の耐震脆弱性と「ミルシート適用」の

誤り 
(165）地震対策の不備 

―主に，「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則とその解釈」の第 7 条及び「基準地

震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」の不

合理性，並びに地震対策の不備への批判― 
(178) 基準地震動策定の誤り 

―六ヶ所再処理施設の基準地震動は大幅に過小評価さ

れているが、同施設の耐震設計は日本原燃が想定し

た基準地震動 700Gal にも耐えられない 
(187) -六ヶ所設工認審査で、検査可能性に続く第二の重大問

題が浮上―直下地盤の新調査データにより、ゆれを

増幅することが判明- 
(198) 六ケ所断層に関する日本原燃の見解とこれに基づく

国の規制審査における判断に看過しがたい過誤・欠落

があること 

第５章 火山噴火対策の

不備―十和田カル

デラの危険性 

(137) 新規制基準批判 
―火山噴火の危険性につい 

(154) 火山事象のうち，火砕物密度流に対する安全性の欠如 
(155) 火山事象のうち，降下火砕物に対する安全性の欠如 
(162) 火山事象のうち，火砕物密度流に対する安全性の欠如 

－その 2 
(176) 火山事象のうち，火砕物密度流に対する安全性の欠如 

－その 3 
(177) 弁論更新にあたっての原告らの意見と主張 
(184) 火山事象に対する安全の欠如 その４ 
(190) -トンガ噴火を踏まえて- 
(195) 火山事象に対する安全の欠如 その５ 
(197) 火山事象に対する安全の欠如  その６ 

第６章 航空機墜落の危

険性 

(41) 航空機事故想定の過小評価について 
(52) 空中衝突による再処理工場の破壊 
(96) 航空機墜落確率論の陥穽 
(112) 原子力施設に対するテロ攻撃を看過した違法性 
(114) 本件再処理工場が破壊される航空機衝突条件につい

て 
(119) 有名無実な米軍機に対する飛行規制の実態 
(136) 再処理事業指定基準規制批判 

―外部人為事象に対する安全対策の不備 
(158) 航空機落下確率評価基準の誤りと本件へのあてはめ

について 
(160) 航空機落下確率評価基準適用の誤り（その 2） 
(161) ―新規制基準批判（その 2） 

・外部人為事象（航空機落下）新規制基準の不合理性 
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・重大事故対策の不備 
(168) 航空機落下に関する適合性審査及び審査基準の誤り 
(170) 航空機落下確率に対する評価基準の不合理性 
(171) 故意による大型航空機衝突に係る対策の不合理性 

―被告準備書面（51）に対する反論 
(172) サイバーテロに係る規制と対策の不合理性 

―被告準備書面（52）に対する反論 
(177）弁論更新にあたっての原告らの意見と主張 
(191) 航空機落下確率評価に関する適合性審査の誤り 
(196) 航空機落下確率評価に関する適合性審査の誤り(その 2) 

第７章 石油備蓄基地火

災・爆発の危険性 

(43) 国家石油備蓄基地における火災事故の危険性と「むつ

小川原港」の問題点 
―平成１５年十勝沖地震の教訓 

(132) むつ小川原石油備蓄基地の火災・爆発等による再処理

工場への影響 
(133) むつ小川原石油備蓄基地の火災・爆発等による再処理

工場への影響(2)―周辺森林からの引火による再処理

工場の延焼・引火の危険性 
(139) むつ小川原石油備蓄基地の火災・爆発等による再処理

工場への影響(3)―有機溶媒等への引火による重大事

故と放射能汚染 
(194) 石油備蓄基地火災に関する被告準備書面（4）に対す

る反論 

第８章 重大事故対策の

不備 

(57) 被告準備書面（10）に対する反論 
―再処理施設における火災爆発事故の危険性―トムス

ク７溶液タンク爆発事故などにふれて 
(60) 被告準備書面（10）に対する反論―再処理施設におけ

る火災爆発事故などによる環境汚染とトムスク７溶液

タンク爆発事故の本件施設の安全性にとっての意味 
(61) 英国ソープ再処理工場、配管破損で全面的操業停止 

―高レベル放射性廃液約 83立方メートルが漏えい― 
(63) 英国ソープ再処理工場漏えい事故 
(67) ―「ソープ再処理工場漏えい事故」続報―破断した配

管と清澄・計算セルの概要 
(70) 再処理工場における火災・爆発事故について 
(72) 本件再処理工場における臨界事故の危険性（その３）

被告の準備書面（17）（18）に対する反論  
(78) 本件再処理工場における臨界事故の危険性（その４） 

―被告準備書面(22)に対する反論 
(113) 巨大津波による再処理工場の破壊と事故の発生 
(131) 六ヶ所再処理工場での重大事故 

－蒸発乾固の危険性－ 
(138) 福島原発事故後の重大事故対策評価の基本的誤り 
(140) 落雷による重大事故発生の危険性 
(161) ―新規制基準批判（その 2） 

・外部人為事象（航空機落下）新規制基準の不合理性 
・重大事故対策の不備 
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(166) 六ヶ所再処理工場重大事故対策の問題点                 
―使用済燃料貯蔵施設の重大事故対策について 

(167) 再処理工場の危険性―原発と比較して危険性が低い

とする被告主張・準備書面（49）の誤解と不当性 
(173) 立地評価の不備(2)―被告準備書面（52）に対する反論 
(180) 被告の指示による臨界事故対策対象機器削減の誤り 
 

第９章 平常時被ばくの

危険性 

(7) 再処理工場から放出されるクリプトン 85 の危険性 
(8) ラ・アーグ再処理工場周辺において小児がんが多発 
(11) ラ・アーグ再処理工場周辺において小児がんが多発Ⅱ 
(26) 英国セラフィールド再処理工場の小児白血病リスクの

増加―放射線の深刻な遺伝的影響を確認 
(59) 六ヶ所再処理工場から想定される環境汚染と被ばく予

測(1) 
―特に“ヤマセの影響”の過小評価”と推定値の統計評価

の欠落 
(65) 環境モニタリングシステムの欠陥 
(68) 平常時被曝―抜去歯牙の分析調査から考察する 
(69) 放射線が人体に及ぼす影響 
(73) 液体放射性廃棄物による平常時被ばく（海洋放出の実

態） 
(75) 申請書における 22µSv（液体放射性廃棄物 5µSv）の欺

瞞性 
(76) 気象指針の不備及び本件施設に気象指針を適用したこ

との誤り（平常時被ばく実効線量の過小評価） 
(77) 六ヶ所再処理工場の平常運転時による被曝について 

―被曝評価の問題点（その 1）― 
(80) 液体放射性廃棄物による平常時被ばく 

―なぜ本件再処理工場で濃度規制が不当に不適用とな

ったのか 
(81) クリプトン 85 の除去装置を何故つけなかったのか 
(82) 六ヶ所再処理工場の平常運転時による被曝について 

―被曝評価の問題点（その２）― 
(85) 気象指針の不備及び本件施設に気象指針を適用したこ

との誤り(2)（“吹き戻し現象”でしか説明できない 07年
9月 9 日の事象） 

(86) トリチウムにかかる放出の問題点について 
(127) 「吹き戻し効果」についての再反論と、原子力規制委

員会の在るべき姿勢について 
(128) 六ヶ所再処理工場から放出されるトリチウムの危険

性 

第１０章 平和利用目的

違反 

(64) 六ヶ所再処理工場は「平和利用の目的以外に利用され

る恐れ」がある 
(79) 区別できない軍事用プルトニウムと民事用プルトニウ

ム 
(145) 平和目的利用条項に違反するプルトニウム余剰 
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第１１章 技術的能力の

欠如 

(24) 使用済み核燃料受入れ貯蔵施設の冷却水循環ポンプ停

止事故について 
(25) 非常用発電機に重大な欠陥を有する六ヶ所・再処理施

設の問題点 
(33) 品質保証体制に疑問のある日本原燃(株)に再処理工場

操業を任せるな 
(38) 明らかにされた日本原燃(株)の技術的能力及び品質管

理能力の欠如 
(46) ウラン試験の困難性と危険性について 
(49) 化学試験結果によって露呈した本件施設の危険性 
(53) 六ヶ所再処理工場ガラス固化施設について 
(62) ｢六ヶ所｣再処理工場度重なる設計変更のもたらす問題

点について 
(74) アクティブ試験第１ステップにおける２件のプルトニ

ウム内部被ばく事故について 
(88) ガラス固化体製造の重大な技術的欠陥 
(90) ガラス固化体製造技術の重大な技術的問題 
(92) ガラス固化体の製造ができない六ヶ所再処理工場 
(95) 高レベル放射性廃液漏えい事故 
(146) 六ヶ所再処理工場における不適切なケーブル敷設問

題について 
(153) 本件再処理工場の非常用電源の脆弱性 
(175) 日本原燃に再処理事業を遂行する技術的能力はない 
(192) 安全冷却水系機能喪失事故で露見した重大事故対策

の不備 

第１２章 経理的基礎の

欠如 

(19) 六ヶ所再処理施設の必要性と経済的基盤の喪失 
(31) 経済性を喪失した再処理工場の操業は中止すべきであ

る 
(44) 六ヶ所再処理工場の操業費用見直しについて 
(50) 本件再処理事業指定処分に経理的基礎がないこと 
(142) 今なぜ日本原燃の救済なのか 

―拠出金制度と認可法人化の問題点について 
(143) 何が何でも進めたい官製再処理事業 

―拠出金制度と認可法人化の問題点２ 
(169) 経理的基礎を欠く日本原燃の経営実態 

第１３章 実効性を欠く

避難計画 

(71) 県民のための原子力防災計画とは何かを問う 
(144) 六ヶ所再処理工場の原子力防災計画の問題点 
(179) 実効性を欠く避難計画 

第１４章 結語  
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